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市
町
村
め
捺
税
カ

第
四
十
一
港

担l

第

IDl 

ニハ

市

町

村

の

搭

税

力

汐

S1， 

7-
白
Mm

j稿!

治
府
隅
財
欣
と
市
町
村
附
耽

我
闘
で
民
〈
地
方
財
政
と
云
へ
ば
道
府
腕
財
政
L
」
市
財
政
と
町
村
財
政
と
水
利
組
合
財
政
と
の
四
種
を
合
h
u
の

で
J

の
る
が
、

狭
義
に
於
て
は
前
三
者
を
指
す
事
と
な
っ
て
ゐ
る
o

道
府
牒
財
政
と
市
財
政
と
町
村
財
政
と
の
三
者

に
つ
い
て
見
る
に
‘
市
財
政
と
町
村
財
政
と
は
財
政
の
最
小
単
位
と
し
て
地
方
財
政
の
某
礎
を
な
す
の
み
な
ら
や
、

数
字
的
に
ヨ
一
口
つ
で
も
道
府
牒
財
政
に
便
っ
て
ゐ
る
c

昭
和
九
年
度
地
方
歳
出
十
七
億
九
千
飴
高
闘
の
巾
で
、
道
府
牒
歳
出
は
二
割
八
分
(
四
億
九
千
俸
高
岡
)
宏
一
不
し
、

市
議
出
四
割
七
分
(
八
億
四
千
寓
凶
)
町
村
歳
出
二
割
五
分
(
四
億
六
千
高
間
)
と
の
介
計
七
割
二
分
よ
り
劣
っ
て
ゐ

る
。
然
し
道
府
輔
財
政
は
普
通
経
済
の
み
な
る
に
反
し
、
市
町
村
財
政
は
普
通
経
捕
と
特
別
結
構
と
の
純
計
に
よ

っ
て
一
不
さ
れ
1
1
1
例
へ
ば
大
阪
市
財
政
の
如
き
普
通
経
漕
の
外
に
水
道
費
、
電
気
軌
道
事
業
費
、
電
気
供
給
事
業

費
、
高
速
錨
道
建
設
費
等
十
六
の
特
別
程
漕
あ
り
|
而
し
て
都
市
特
別
経
済
の
重
要
な
る
部
分
は
企
業
鰹
漕
が

占
め
て
ゐ
る
事
を
割
引
い
て
考
へ
る
必
要
が
あ
る
、
故
に
消
費
艇
一
梼
の
立
場
よ
り
地
方
財
政
念
考
へ
る
と
道
府
腕



歳
出
と
市
町
村
歳
出
と
を
制
べ
る
よ
り
も
寧
ろ
地
か
枕
を
分
析
す
る
必
要
が
め
る
。
昭
和
九
年
度
の
租
税
負
搭
甜

よ
り
見
れ
ば
近
府
腕
耽
二
億
三
千
九
百
鈴
高
回
、
市
町
村
積
三
億
三
千
八
百
儀
寓
固
と
な
る
か
ら
、
や
は
hJ
市
町
村

財
政
の
重
要
性
伝
認
め
.
さ
る
を
特
な
い
。
印
ち
我
岡
民
の
財
政
生
活
を
批
判
す
る
に
門
前
つ
て
は
共
の
最
小
単
位
に

ろ
市
町
村
財
政
令
}
出
稜
劫
と
し
、
共
の
市
町
村
に
於
て
幾
許
の
市
町
村
班
、
幾
許
の
道
府
附
納
税
、
幾
許
の
岡
商
を

負
携
し
て
ゐ
る
か
合
研
究
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

市
町
村
財
政
に
問
題
の
基
礎
を
お
く
左
市
『
岬
と
郡
部
と
に
分
つ
必
要
が
あ
る
。

昭
和
八
年
度
の
租
税
調
定
糟
釦

こ
っ
き
訂
一
安
羽
定
、

，e

一
『

'
'
T
4
J
r卜
l
y
z
?

府
職
説
、

市
町
村
暁
の
負
捲
'
棋
を
調
査
し
次
の
故
宇
を
何
円
。

克
に
昭
和
八
年
度
末
現
在
の

戸
数
む
凶
慌
て
」
し
て
一
円
段
り
ド
均
免
措
沼
ピ
ヨ
定

γ
3
・、

'九一

4
4
jト
勾
J
J
L
E
E
r
i
-
-
1
P
T
)
I
T
-

、4
1

A
E
一/一

I
H
-
-
右

Z
担
一

I
H
4
b
h
ノ寸

f
u
H
r
~

る
に
針
し
市
部
は
九
十
八
回
、

郡
部
は
五
十
二
回
と
な
っ
て
ゐ
る
。

第

表

道
府
脇
稔
と
市
町
村
枕
と
の
負
携
比
快
表

一

緒

(

千

岡

)

一

一

営

(

岡

)

一

直

接

同

院

一

道

府

照

院

市

町

村

一

旦

合

計

一

一

直

接

凶

役

一

道

府

富

一

市

町

村

税

一

合

計

市
部
↑
一
一
宅
一
一
回
止
九
六
、
一
一
六
六
一
一
去
、
芝
一
-
園
田
一
、
一
一
八
三
回
、
皇
、
一
一
一
一
一
一
一
巴
ハ
↑
ニ
ニ
一
一
三
九
八

郡
部
一
九
六
、
美
晶
一
一
室
、
完
円
一
二
三
、
宅
=
一
一
回
四
一
、
一
Z

九

一

八

、

同

八

回

、

一

司

四

一

一

一

一

七

一

ニ

且

五

二

全
随
一
言
、
三
一
一
一
一
一
三
六
一
一
一
一
ニ
一
一
一
八
、
皇
一
八
八
一
一

4
一

二

三

、

交

一

三

一

七

一

一

一

回

一

三

一

一

三

交

場買

戸

り

戸

1泣

地
方
財
政
の
最
小
単
位
ま
で
掘
下
げ
て
見
る
と
市
部
と
郡
部
と
に
よ
り
著
る
し
い
特
色
が
窺
は
れ
る
。
市
部
の

市
町
村
の
槍
枕
カ

第
四
十
一
巻

五

第

3Llt 

七



市
町
村
の
擦
稀
カ

第
四
十
一
巻

一
三
六

第

披

ハ、

直
接
税
負
携
は
直
接
一
間
積
(
四
割
七
分
)
市
蔵
士
一
一
割
一
分
)
道
府
牒
積
(
二
割
二
分
)
の
順
序
'
と
な
り
、
郡
部
の
町
村

税
(
三
割
八
分
)
直
接
岡
枕
(
ゴ
一
割
五
分
)
道
府
脱
税
(
二
割
七
分
)
の
順
序
主
連
つ
で
ゐ
る
c

品川し、

い
づ
れ
に
し
て

も
市
町
村
税
は
共
の
重
要
性
念
失
は
な
い
の
で
あ
る
。
直
接
闘
枕
の
負
携
は
奈
闘
を
通
じ
た
幌
同
一
標
準
で
行
は

れ
て
ゐ
の
心
か
ら
地
万
財
政
と
し
て
は
心
へ
し
た
問
題
で
な
〈
、

叉
註
府
腕
セ
草
枕
と
し
て
の
時
枕
力
の
研
究
は
巳
に

本
誌
に
於
で
之
む
行
っ
た
か
ん
、
認
に
は
専
ら
市
町
村
守
山
恥
位
こ
し
て
作
種
租
税
の
免
措
力
の
研
究
伊
一
行
ふ
心
事
と

I
h
-
-
3
〈

J
I
V
A
t
-

第
二

各

市

の

据

視

力

昭
和
八
年
末
現
在
の
我
閣
の
都
市
の
数
は
百
二
十
四
に
上
っ
て
ゐ
る
。
然
し
同
じ
く
市
土
一
五
つ
で
も
面
積
五
五

0
・
八
五
方
粁
戸
数
百
二
十
一
高
コ
一
千
八
百
十
の
東
京
市
色
合
ま
れ
又
面
積
二
・
四
五
方
粁
戸
致
五
千
百
七
十
八
の

首
里
市
も
あ
り
、
首
里
市
は
東
京
市
に
比
較
す
る
と
、
面
積
に
於
て
二
百
二
十
五
分
の
つ
戸
数
に
於
て
二
百
三

十
四
分
の
一
で
あ
る
。
面
積
と
戸
数
と
に
現
は
れ
て
ゐ
る
此
の
差
異
は
経
持
力
と
租
税
負
推
力
と
の
上
に
一
層
明

ら
か
に
窺
は
れ
る
。

首
里
市
の
第
三
種
所
得
は
二
十
高
飴
闘
で
あ
っ
て
、

東
京
市
の
三
億
九
千
五
百
八
十
二
高

鈴
凶
の
千
九
百
三
十
二
分
の
一
に
あ
た
り
、
首
里
市
の
直
接
税
負
擦
は
八
高
七
千
倍
固
で
あ
っ
て
、
東
京
市
の
一

億
四
千
二
百
八
十
七
高
館
闘
の
千
六
百
四
十
分
の
一
に
み
の
だ
る
。
こ
れ
は
最
大
と
最
小
と
の
雨
極
端
の
比
較
で
あ

る
が
、
共
の
中
間
に
百
二
十
二
の
都
市
が
分
配
せ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で

J?Qo
昭
和
八
年
末
の
道
府
牒
聞
の
面
積
(
北



海
道
が
大
院
府
の
四
十
九
倍
)
、
戸
数
(
東
京
府
が
白
川
収
腕
の
十
四
倍
)

の
不
均
衡
、
昭
和
八
年
度
の
道
府
腕
聞
の

第
三
種
所
得
(
東
京
府
は
沖
縄
問
柿
の
百
六
十
八
倍
)
直
接
続
負
措
(
東
京
府
は
沖
縄
臓
の
六
十
五
倍
)
の
不
均
衡
を
各

市
の
聞
の
不
均
衡
に
比
較
す
る
と
殆
ん
ど
問
題
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

道
府
臓
の
経
稗
力
の
不
均
衡
ぞ
一
不
す
た
め
に
、
人
口
、
土
地
賃
貸
債
格
、
な
有
財
産
、
第
三
種
所
得
、
直
接
闘

税
負
櫓
舗
に
つ
い
て
一
牛
均
偏
侍
と
棋
準
偏
侍
と
を
算
定
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
同
様
の
計
算
令
市
に
つ
い
て
行
ム

事
に
よ
っ
て
如
何
に
市
の
超
神
力
の
不
均
衡
が
大
な
る

h
r
T理
解
し
得
る
の
?
あ
る
。
蕊
に
は
各
市
の
聞
の
租
院

A
H
推
力
ル
パ
)
端
的
に
知
る
斜
め
に
別
の
研
究
万
法
矛
採
用
し
に
。

各
都
古
に
於
て
負
撚
す
る
直
接
聞
税
を
一

O
O
と

υ
北
ハ
都
市
い
れ
於
て
免
除
す
る
府
脈
枕
』
市
枕
l
p
一
一
川
時
枕
(
直
後
附
税
と
府
旧
制
限
と
市
院
l
y
f
r
'
札
口
汗
し
だ
ろ
も
の
J
L
r

の
三
つ
を
百
分
数
で
表
示
し
、
以
て
租
税
負
拾
の
不
均
衡
ぞ
調
査
し
た
っ
基
礎
の
数
字
は
七
税
務
監
督
局
統
計
古
田

(
札
幌
、
仙
嘉
、
東
京
、
名
古
屋
、
大
阪
、
鹿
島
、
熊
本
)
の
昭
和
八
年
度
本
年
度
所
属
の
租
境
調
定
掛
額
(
調
定
外

誤
納
額
及
前
年
度
牧
入
未
漕
繰
越
額
を
除
〈
)
を
と

h
、
兵
庫
腕
費
を
神
戸
市
に
分
賦
し
た
る
も
の
は
兵
康
牒
税

に
合
算
し
神
戸
市
積
に
は
之
を
算
入
し
な
い
事
に
し
た
、

市

ω配
列
の
順
序
は
東
京
市
政
訓
資
ん
M
M

「
日
本
都
市
年

鑑
」
に
よ
り
人
口
の
大
小
の
順
序
を
一
不
す
色
の
と
考
へ
て
よ
い
。

第

二

衰

各
市
に
於
げ
る
直
接
税
負
櫓
割
合
表

市

|蹴1喜
11 
l誼i

市

l原蓬I!f
J塾座1 ~柔
|市 1I理

;是|竺
凶 l ハ

l計涜l己

市

一ー一一ー一一ーー-1
!脇道宜

堕虚|接
l市|図
|盈|税
!合直1-
i接 1 Cl 
|計枕!O

順調直
唾E接
1日国
税i枕

合~l 0 
言1ft割 O

市

市
町
村
の
櫓
禄
力

第
川
十
一
巻

じ

第

E官

ブL
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第
二
表
に
於
て
直
接
枕
負
携
割
合
が
不
一
同
都
市
平
均
よ
h
I小
な
る
も
の
伝
太
山
子
に
て
一
不
す
一
帯
と
し
だ
、
そ
の
結

果
と
し
て
杢
間
百
二
十
四
都
市
の
中
で
道
府
職
暁
負
駒
山
割
合
が
る
一
岡
都
市
平
均
に
注
せ
ぎ
る
も
の
は
十
市
、

1ヲE

負
酷
割
合
計
八
王
同
都
市
中
均
に
主
庁
、
ゲ
る
も
の
ほ
十
川
市
、
同
ノ
戸
L
任
時
枕
九
時
制
A
H
ド
λ
一
一
同
一
部
一
日
平
均
に
忠
什

r
d

る
も
の
は
東
京
、
大
阪
、
名
古
屋
、
神
戸
、
西
宮
、
宇
部
、
皆
、
尼
崎
、
岸
和
田
、
例
目
、
合
致
の
十
一
市
で

み
の
る
。
最
後
の
十
一
都
市
は
直
接
闘
耽
を
棋
準
と
し
て
直
接
税
合
計
の
占
h
u

る
割
介
が
少
い
の
で
あ
る
か
ら
、
地

方
税
の
軽
い
都
市
左
一
五
ふ
事
が
出
来
る
c

そ
の
巾
東
京
、

L
K
「尻、

-
ノ
"
れ
μ
レ

名
古
属
、

神
戸
の
問
都
市
は
六
大
都
市
の
代
表

的

ωも
の
で
あ
る
、
そ
の
他
の
七
都
市
は
人
口
の
大
き
さ
か
ら
云
へ
ば
四
十
四
番
、
四
十
九
番
、
六
十
七
首
、
七

十
七
番
、
百
二
番
、
百
十
五
番
、
百
十
六
番
で
あ
る
が
、
市
内
に
大
命
日
祉
又
は
大
宮
一
家
を
抱
擁
し
て
ゐ
る
閥
係
か

ら
、
地
方
税
が
比
較
的
少
く
て
す
む
わ
け
で
あ
る
。
就
中
、
尼
崎
市
は
直
接
聞
罰
百
に
到
し
兵
庫
M
材
班
一
三
、
尼

崎
市
税
二
二
、
地
方
視
合
計
三
五
と
一
五
ふ
杢
岡
都
市
の
中
で
最
小
の
故
字
を
一
ボ
し
、

里
市
積
四

O
八
、
地
方
既
A
V
計
六
二
七
の
首
里
市
に
比
較
す
る
と
格
段
の
相
違
の
存
す
る
の
を
見
る
。
第
三
表
は

之
を
沖
縄
腕
捷
二
一
九
、
首

市
町
村
山
一
掃
枕
カ

策
制
十
一
巻

1L 

第

乱日
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市
町
村
の
樵
枕
カ

第
川
十
一
巻

11L1 
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第

日記

問

尼
崎
市
と
首
里
市
と
の
直
接
税
負
擦
の
肢
況
を
表
示
し
た
も
の
で
あ
る
c

第

三

表

市
に
於
げ
る
底
接
枕
負
権
割
合
の
最
高
最
値
比
較
表
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包
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Eヨ Z三弘 一-
.=iti.ノし 三

蕊
に
注
意
す
べ
き
は
直
接
岡
読
を
一
ほ
と
立
て
、
府
腕
税
、
市
蔵
の
百
分
教
を
算
定
し
て
地
方
税
負
携
の
大
小
を

示
す
事
が
妥
嘗
な
り
や
否
や
の
問
題
で
あ
る
c

こ
の
問
題
に
劃
し
て
は
少
〈
と
も
次
の
二
つ
の
反
封
地
酬
を
珠
想

υ

得
る
で
あ
ら
う
。

第
一
に
直
接
園
穂
は
所
得
税
、
地
租
、
管
業
牧
盆
枝
、
資
本
利
子
説
、
相
絹
枕
、
鏑
業
税
及
び
取
引
所
管
業
税

の
七
闘
税
を
指
す
の
で
あ
る
が
、
第
二
種
所
得
税
と
資
本
利
子
枕
と
相
韻
耽
と
の
一
三
既
に
は
地
方
附
加
枕
が
許
$

れ
て
ゐ
な
い
の
で
あ
る
。
故
に
此
の
三
税
が
相
嘗
の
領
を
占
め
て
ゐ
る
地
方
に
於
て
は
直
接
税
負
擦
の
割
介
が
少

い
数
字
で
現
は
れ
、
逆
に
此
等
の
三
税
が
小
な
る
地
方
で
は
直
接
税
負
践
の
割
介
の
数
字
が
大
き
く
現
は
れ
て
〈

る
J

而
し
て
相
績
抵
の
如
き
は
地
方
的
に
云
へ
ば
年
度
に
よ
っ
て
非
常
に
動
揺
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
二
に
第
三
種
所
得
杭
と
替
業
収
益
我
と
相
頼
税
と
に
は
免
税
貼
が
設
け
ら
れ
叉
自
作
農
の
地
租
に
も
一
種
の



克
暁
劫
が
あ
る
。
故
に
個
人
所
得
、
仙
台
業
牧
益
、
相
績
財
産
、
土
地
賃
貸
債
格
の
中
で
免
税
姑
以
上
の
占
な
る
部

分
と
免
税
結
以
下
の
占
む
る
部
分
と
の
比
率
の
如
何
に
よ
り
、
携
耽
力
を

h

一
以
は
不
蛍
に
過
大
に
し
或
は
不
嘗
に
過

小
に
し
て
一
不
す
場
合
が
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
抗
議
を
始
め
種
今
の
異
論
を
柿
土
し
む
る
徐
地
が
あ
る
が
、
と
に
か
く
直
接
岡
積
な
る
も
の
は
入
巳

闘
に
洩
れ
な
く
行
は
れ
且
つ
同
じ
棋
準
で
課
せ
ら
れ
る
る
の
で
ゐ
る
か
ら
、
之
を
百
と
し
て
地
方
税
負
控
閣
を
算

定
し
た
る
ち
の
は
地
方
の
捨
積
力
に
闘
し
有
力
な
る
示
唆
ぞ
典
へ
る
も
の
で
あ
る
。

宮
暢
=
-

4
5
t
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市

郡

の

措

栂

力

百
二
十
四
都
市
の
憎
荷
力
佐
調
ぺ
る
に
用
ひ
た
方
法
令
-
共
の
ま
〉
に
町
村
の
檎
税
力
の
研
究
に
迎
用
す
る
事
が

出
来
る
の
で
あ
る
コ
然
し
宜
際
問
題
と
な
る
と
昭
和
八
年
末
に
町
が
千
六
百
七
十
一
あ
り
、
村
が
九
千
七
百
九
十

六
ゐ
h
ノ
、
町
村
を
合
計
す
る
と
一
直
一
千
四
百
六
十
七
に
上
る
の
で
あ
る
か
ら
、
筆
者
の
微
力
を
以
て
し
で
は
全

岡
各
町
村
の
擢
枕
力
の
比
較
金
短
時
日
の
聞
に
な
し
と
げ
る
専
が
出
来
な
い
。
誌
に
第
二
の
万
訟
'
と
し
て
町
村
を

郡
に
ま
と
め
、
郡
別
に
調
査
す
る
事
る
考
へ
ら
れ
る
が
、
郡
の
毅
が
六
百
二
十
六
と
一
五
ふ
大
な
る
扱
に
上
る
の
と

税
務
監
督
局
の
統
計
書
が
必
や
し
も
各
部
の
租
税
負
曜
版
況
を
明
雄
に
一
不
し
で
ゐ
な
い
怨
め
に
、
こ
の
方
法
も
亦

之
を
断
念
せ
、
ざ
る
を
得
な
い
。
認
に
甚
だ
不
徹
底
の
方
法
で
あ
る
が
、
町
村
砂
道
府
腕
に
ま
と
め
各
道
府
隔
に
つ

き
郡
部
の
捨
枕
力
を
調
べ
る
事
と
し
た
。
従
っ
て
各
町
村
の
個
別
的
特
色
は
浸
せ
ら
れ
て
卒
均
的
の
志
の
と
な
る

市
町
村
の
婚
効
力

市
弔
問
十
一
巻

i!H 

第

自由

PLJ 



市
町
村
の
搭
枕
力

の
は
ゃ
な
を
特
な
い
。

第
川
十
一
巻

道
府
腕
を
昭
和
八
年
末
の
人
口
の
大
小
ぞ
標
準
と
し
て
配
列
し
、

直
接
枕
の
占
む
る
割
人
れ
を
算
定
し
て
、

第

四

表

いi

第

明X

同
接
園
税
に
卦
し
道
府
輔
班
、

l

l

 

L

L
一

町
村
枕
M
A
び

昭
和
八
年
度
調
定
梼
額
に
つ
き
次
の
結
果
を
得
た
の
で
あ
る
。

な
府
肱
郡
部
に
於
げ
る
直
接
枕
負
権
制
令
中
一
品
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沖
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三
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五
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五
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一
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亘
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実
回
大
口
一
一
四
七
鳥
取
一
九
六
一
二
八
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五
八
且

三
六
石
川
一
宍
豆
一
王
国
王
完
全
国
郡
部
一
回
九
一
二
口
九
回
耳
八

ト
1
E
B
4
7
F
1

W
川此

l
h
m
e
e咋

r
-
f
長

‘記

M
H
刑
川

庇
接
税
が
直
接
岡
就
に
封
し
て
占
む
る
割
合
を
算
定
し
、
杢
闘
郡
部
平
均

よ
り
小
な
る
も
の
佐
太
字
で
示
し
た
。

λ
よ
同
郡
部
平
均
よ
h
，
小
な
る
も
の
は
、
道
府
脱
税
に
於
て
十
七
道
府
腕
、
町



村
硬
に
於
で
二
十
一
府
腕
、
直
接
既
合
計
に
於
い
て
は
束
京
、
大
阪
、
兵
庫
、
愛
知
、

踊
附
、
新
潟
、
千
葉
、
群

局
、
一
ニ
章
一
、
栃
木
、
山
口
、
公
手
、
秋
田
、
香
川
、
滋
賀
、
佐
賀
、

一
踊
井
、
奈
良
の
十
八
府
腕
に
上
る
の
で
あ
る
。

町
村
を
一
今
調
査
し
な
い
か
ら
精
確
な
る
事
は
判
明
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
郡
部

ω
聞
に
租
税
負

控
力
に
相
常
の
不
均
衡
の
存
す
る
事
を
示
し
て
ゐ
る
。
大
阪
府
郡
部
が
道
府
腕
暁
四
十
九
、
町
村
枕
百
十
、
地
方

税
介
計
百
五
十
九
な
る
に
卦
し
沖
縄
腕
郡
部
が
道
府
牒
耽
五
百
六
十
一
一
、
町
村
暁
九
百
九
十
一
、
地
方
税
会
計
千

五
百
五
十
一
二
を
示
し
て
ゐ
る
の
が
雨
極
端
で
め
っ
て
、
共
の
巾
問
に
件
道
府
幌
市
部
が
配
列
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

第

五

衰

郡
部
に
於
-J

る
直
接
稔
負
権
割
合
心
最
高
最
低
比
較
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一

五
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一

L

一
口
、
量
一
一
一
室
長
一
一
一
一
口
一
一
口
一
一
二
一
一
芝

居
一
二
三
九
一
八
、
国
八
回
、
一
口
四
一
一
一
包
ニ
回
一
圭
一

戸

数

第
五
表
は
比
較
営
便
な
ら
し

U
る
鴻
め
に
最
高
L
」
最
低
と
の
雨
極
端
を
示
し
、
ー
笠
岡
郡
部
の
平
均
と
比
較
し
た

の
で
め
る
。

以
上
、
我
同
百
二
十
四
都
市
の
租
税
負
擦
の
問
に
如
何
に
不
均
衡
が
存
す
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
克
に
我
闘
一

高
一
千
四
百
六
十
七
町
村
の
聞
に

S
J
l
三
府
四
十
三
臓
一
道
に
つ
き
郡
部
ど
ま
と
め
て
調
ぺ
た
色
の
で
甚
だ
不

市
町
村
の
携
ー
枕
力

第
川
十
一
巻

Vり

第

日比

問
ヨL



市
町
村
の
槍
枕
力

第
円
十
一
容

徹
底
で
あ
る
が
ー
ー
ー
相
営
の
不
均
衡
の
存
す
る
事
を
明
ら
か
に
し
特
に
の
で
あ
る

0 l'月
四

第

明記

1"1 
-，-p、

地
方
財
政
の
調
整
を
行
ふ
に

時
国
つ
で
も
各
市
の
状
況
を
制
べ
る
?
と
共
に
各
町
村
の
賊
況
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
所
以
で
あ
る
。

最
後
に
市
J

部
と
郡
部
と
の
聞
に
、

た
の
で
あ
る
。

選

直
接
岡
税
を
一
臼
と
す
る
此
の
方
法
を
採
用
し
て
両
者
の
負
捨
割
合
を
比
較
し

第
六
表
の
一
不
す
巡
り
で
あ
る
。
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れ
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て
色
郡
部
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負
櫓
割
合
が
市
部
の
負
櫓
割
ん
H

に
比
し
て
大
な
名
事
は
疑
な
き
事
貨
で
あ
る
。

て
各
道
府
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別
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市
部
と
郡
部
と
の
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比
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互
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山

正
以

十
数
に
第
六
表
に
於

ん

E
例
外
な
く
!
秋
田
腕
の
市
町
村
積
を
除
き

l
郡
部
の
万
一
か
市
部
よ
り
大
と
な
っ
一
て
ゐ
る
。

道
府
職
視
に
於
て
も
市
町
村
視
に
於
て
も
殆

第
川
十
一
巻

ぞ
行
ふ
に
営
h
ノ、
郡
部
台
市
部
以
上
に
注
目
す
る
必
要
あ
る
所
以
で
あ
る
c

市
町
村
の
按
枕
力

第
四

市
町
村
の
鰹
潰
カ
と
揖
韓
力

地
方
財
政
の
調
整

I且1
3ι 

第
一
一
」
琉

EH 
ヒ



市
町
村
の
格
税
力

第
川
十
一
容

1"1 
F、

第

lWi: 

IlLJ 
/¥. 

地
方
財
政
問
題
を
取
扱
ふ
に
あ
た
っ
て
は
、
市
町
村
財
政
は
道
府
牒
財
政
よ
り
も
数
額
の
上
に
於
て
巳
に
重
要

な
る
地
位
含
占
め
て
ゐ
る
、
加
ふ
る
に
市
町
村
が
岡
家
財
政
と
地
方
財
政
と
の
最
小
草
枕
な
る
が
故
に
、
租
税
負

携
力
を
研
究
す
る
以
上
は
市
町
村
に
ま
で
問
題
を
掘
下
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
い
〈
ら
岡
税
の
軽
減
を
は
か
ら
う
と
し

に
山
胞
で
地
方
税
、
特
に
市
町
村
枕
が
増
加
す
れ
ば
結
局
目
的
は
達
せ
ら
れ
な
い
し
、
関
税
の
増
微
を
行
ふ
に
し
て
も

』

f
I
I
t
、

刈
え
昨
力
私

特
に
市
町
村
附
加
税
の
限
界
が
航
，
ャ
で
あ
，
o
と
和
祈J

品
川
一
轄
の
不
公
半
は
一
一
階
加
重
せ
ら
れ
る
事
と

な
る
。
こ
れ
市
町
村
の
信
抵
力
を
研
究
す
る
所
以
で
あ
る
c
本
研
究
の
結
果
と
し
て
次
の
結
論
を
得
た
の
で
あ
る
の

一
、
財
政
生
活
全
市
町
村
皐
牧
に
研
究
す
る
と
道
府
牒
皐
伏
の
も
の
よ

h
も
比
較
に
な
ら
ぬ
科
大
な
る
不
均
衡

を
竣
見
す
る
。

二
、
市
の
一
戸
賞
り
地
方
税
負
擦
は
町
村
の
一
戸
営
り
地
方
積
負
擢
よ
り
結
卦
相
に
於
て
大
で
あ
る
が
、
直
棲

聞
説
を
棋
準
と
し
て
相
卦
教
を
と
る
と
遥
か
に
小
で
あ
る
。

三
、
市
は
町
村

ι比
し
大
瞳
に
於
て
租
税
負
携
が
睦
い
の
で
あ
る
が
、
市
相
互
の
聞
に
於
て
は
租
税
負
措
に
幾

多
の
段
階
が
存
し
て
ゐ
る
。

四
、
町
村
は
市
よ

i

り
も
大
躍
に
於
て
租
税
負
擦
が
重
い
の
で
あ
る
が
、
町
村
相
互
の
問
に
於
て
ほ
租
税
負
擦
に

幾
多
の
段
階
が
存
し
て
ゐ
る
o

此
等
の
結
論
は
従
来
か
ら
判
っ
て
ゐ
る
事
で
あ
る
が
、
往
ム
干
に
し
て
或
は
誇
張
せ
ら
れ
、
或
は
鞄
楓
せ
ら
れ
て

ゐ
だ
の
で
あ
る
。
か
の
内
務
省
案
の
地
方
財
政
調
整
交
付
金
が
「
交
付
金
は
道
府
腕
に
十
分
の
回
を
配
分
し
、
市



町
村
に
十
分
の
六
を
配
分
す
る
」
左
し
た
の
は
、
第
一
の
結
論
た
る
「
市
町
村
草
枕
伝
道
府
幌
草
枚
よ
り
色
重
減

し
だ
る
」
結
果
で
あ
る
。

又
市
町
村
義
務
教
育
費
閣
康
負
携
法
が
町
村
分
配
簡
を
市
分
配
旗
よ
り
大
に
し
た
の

は
、
第
二
の
結
論
た
る
「
町
村
負
携
割
合
が
市
負
擢
割
合
よ
h
ノ
重
い
」
の
を
考
慮
し
た
結
果
で
あ
る
。
叉
市
町
村
義

務
教
育
費
闘
山
県
負
摂
法
が
普
通
市
よ
り
も
特
別
市
に
多
く
分
配
し
北
口
通
町
村
よ
り
も
特
別
町
村
に
多
〈
分
配
し
、

更
に
地
方
財
政
調
核
交
付
金
が
市
町
村
に
到
す
る
配
分
棋
準
と
し
て
一
般
交
付
金
の
外
に
資
力
薄
弱
閤
盟
交
付
金

を
設
け
た
の
は
、
第
二
一
及
び
第
四
の
「
市
町
村
内
郊
の
租
暁
負
携
に
大
な
る
器
具
ゐ
る
事
」
を
比
目
し
た
の
に
依
る
。

従
来
は
財
政
論
と
一
五
へ
ば
同
家
財
政
論
を
指
す
が
如
き
制
あ
り
、
従
っ
て
市
町
村
の
掠
視
力
を
め
ぐ
っ
て
起
る
此

部
干
の
不
公
平
の
羽
坑
は
入
し
く
軒
耐
せ
九
わ
れ
て
ゐ
た
の
で
あ
る

然
る
に
最
近
に
烹
り
其
の
反
動
Lι

し
て
町
付
対
政

と
云
へ
ば
凡
て
疲
控
困
鑑
の
棋
に
達
せ
る
ち
の
h

如
く
考
へ
市
財
政
と
一
五
へ
ば
十
八
磐
石
の
如
〈
輩
闘
な
る
も
の
と

本

考
へ
る
弊
が
あ
る
つ
こ
の
説
解
伝
解
〈
矯
め
に
、
大
塚
辰
治
氏
は
大
都
市
財
政
の
必
十
し
色
端
末
視
す
べ
か
ら
ぎ
る

を
説
き
、
菊
池
慌
三
氏
は
農
村
財
政
の
貧
弱
き
が
偲
装
せ
ら
れ
て
ゐ
る
場
介
の
あ
る
唱
を
指
摘
し
て
ゐ
ら
れ
る

Q

誌
に
市
町
村
の
一
昨
枕
カ
を
な
る
べ
〈
-
客
観
的
に
如
貨
に
惇
へ
る
必
要
が
あ
る
。

か
く
て
本
研
究
は
市
の
撚
耽
力
の

測
定
に
は
一
躍
の
解
決
を
奥
へ
允
の
で
あ
る
が
、
町
村
の
捨
税
力
に
つ
い
て
は
刊
側
め
て
粗
大
な
る
取
扱
ひ
を
加
へ

だ
の
に
す
ぎ
な
い
か
ら
克
に
将
来
の
肝
究
を
必
要
と
す
る
。

市
町
村
の
携
税
力

第
間
十
一
巻

第
三
波

1"1 
-じ

四
;h. 

東京市政調査曾;都市問題(昭和十年八月 ~~t)持


